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一般世帯と食物アレルギー患者世帯における，食品表示などの利用状況の把握を目的とした。
平成15年３月に，関東以西の５都市で乳幼児健診および妊産婦教室の全参加者413人を対象

として質問票調査を行った。調査項目は，世帯内の食物アレルギー患者の有無，食品の購入者
と購入場所，食品表示利用の有無と利用項目，食品に関する情報源，店員・食品製造業者・食
品販売業者への問い合わせ経験の有無などとした。
回収された290人（回収率70.2％）のうち，調査票記入者が母親の230人について分析した。

調査時点で食物アレルギー患者がいる世帯は，全体の9.1％であった。また一般世帯も食物ア
レルギー患者世帯も約７割が食品表示を利用していた。食品販売業者において，一般世帯より
アレルギー患者世帯で食品に関する問い合わせを有意に多く経験していた。
食物アレルギー患者世帯にとっては，リスク回避を目的とした場合，店員・各業者への問い

合わせなどのリスクマネジメントにおける双方向の手段が有効である。店員・業者は食物アレ
ルギーや食品全般の情報を正確・詳細に把握し，双方向のコミュニケーションが可能な情報伝
達としての活躍が期待される。

食品表示，食物アレルギー，リスクマネジメント

Ⅰ

昨今，食品表示の偽装問題が大きく社会問題
となったことは記憶に新しい。これまでの消費
者意識調査においても，食品表示の信頼の低さ
が報告されている1)-3)。食品表示における原材
料表示は，食品選択の時点で食品中の原因物質
（リスク）の有無を確認し，それを避ける（リ
スクマネジメント）ことができる最も有効な手
段である。しかし食品表示は，食品衛生法，農
林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する
法律( 法),不当景品類及び不当表示防止法，
計量法，健康増進法などの異なる目的をもった
法律が存在し，複雑性という問題を抱えている。
一方，食物アレルギー患者は近年増加の一途

をたどっている。食物アレルギーは，特定の食物
が原因でアレルギー症状を起こすもので，その
原因となる食物は個人によって異なるため，食
品表示は，食物アレルギー患者とその食生活を
管理する者が食品選択をする際に極めて重要な
手段になると考えられる。食物アレルギーに関し
ては食品衛生法が改正され，平成13年から加工
食品におけるアレルギー表示制度が始まっている。
本研究では，一般世帯および食物アレルギー
患者世帯における食品表示の利用状況などを把
握し，加工食品のリスクマネジメントの手段と
しての食品表示などの現状を明らかにすること
を目的とした。
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（単位 人，( )内％）

総 数 一般世帯 食物アレルギー
患者世帯

食品の購入者
自分自身
同居している家族

食品の購入場所
スーパー
生協
デパート
小売店
その他

（単位 人，( )内％）

総 数 一般世帯 食物アレルギー
患者世帯

総数
見る
見ない

注 有意差なし（χ2検定による）

（単位 人，( )内％）

一般世帯（ｎ＝152) 食物アレルギー患者世帯（ｎ＝14)

賞味期限・消費期限 アレルギー表示
原材料表示 原材料表示
食品添加物表示 賞味期限・消費期限
組み換え体表示 食品添加物表示
アレルギー表示 製造者
栄養成分表示 栄養成分表示
製造者 組み換え体表示
その他 その他

注 ｐ＜0.01（χ2検定による）
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Ⅱ

関東以西に所在する人口20万人以上で，文書
による調査趣旨に担当者が理解を示した５都市
で調査を実施した。平成15年３月に実施された
乳幼児健診および妊産婦教室の各１回に筆者ら
が参加し，全参加者413人に調査趣旨を文書と
口頭で説明の上で調査票を配布した。郵送によ
る回答の返信をもって調査趣旨の承諾が得られ
たとした。
調査項目は，回答者に関する基礎項目，世帯

内の食物アレルギー患者の有無，食品の購入者
と購入場所，食品表示利用の有無と利用項目，
食品に関する情報源，店員・食品製造業者・食
品販売業者への問い合わせ経験の有無，食物ア
レルギーに関する知識習得経験の有無で，プリ
コード回答法により実施した。なお，食物アレ
ルギー患者は，「医師による診断を受けた者」
と定義した。
データ解析は 11.0Ｊを用い，各項目に

関して全体の記述統計を得た。回答が得られた
290人（回収率70.2％）のうち，調査票記入者
が母親の230人を分析対象とした。また，食品

表示の利用有無と利用項目，食品に関する情報
源，店員・食品製造業者・食品販売業者への問
い合わせ経験の有無の各項目に関しては世帯内
の食物アレルギー患者の有無により，一般世帯
と食物アレルギー患者世帯の２群に分け，各項
目との関連性をχ2検定により検討した。

リスクの定義4)では，特に食物アレルギー患
者にとってのリスクとは，「食品に含まれる食
物アレルギーを引き起こす物質によって人びと
に何らかの健康被害を与える可能性のこと」と
されている5)。同様にリスクマネジメントの定
義4)から，本研究では食品購入時における食品
選択だけでなく，購入前の食品情報収集，購
入・喫食後のクレームなどの問い合わせを含め
た一連の行為を「食におけるリスクマネジメン
ト」ととらえて論じる。具体的には「食品表示
の利用」「店頭での店員への問い合わせ」「食品
販売業者・食品製造業者への問い合わせ」の３
つを取り上げた。

Ⅲ

回答者である母親230人の平均年齢は32.7±
4.5歳で，20代未満0.4％，20代25.4％，30代
67.0％，40代7.2％であった。世帯内平均人数
は3.5±1.4人で，91.3％（210世帯）が核家族
であり，そのうち母子家庭は21世帯であった。
食物アレルギー患者世帯は回答世帯全体の9.1
％（21世帯）で，すべての世帯で子どもの食物
アレルギー患者を１人以上含んでいた。このう
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注 複数回答
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ち，親子ともに食物アレル
ギー患者であるのは３世帯
であった。
食品の購入者について，

一般世帯と食物アレルギー
患者世帯とを合わせた全体
でみると，「自分自身」が
97.4％であり，残りは同居
している家族であった。食
品の購入場所は「スー
パー」78.8％が最も多く，
次いで「生協」18.0％で
あった。食物アレルギー患者世帯に限ってみる
と，ほぼ全員が「スーパー」で購入していた

。
食品購入時に食品表示を見ると回答したのは，

一般世帯では72.7％，食物アレルギー患者世帯
では70.0％であった。一般世帯も食物アレル
ギー患者世帯もほぼ７割が購入時に表示を見て
いた 。食品購入時に食品表示を見ると
回答した者について，利用する食品表示の項目
を１位から３位まで優先順位をつけて回答して
もらった。１番よく見る表示は，一般世帯で
「賞味期限・消費期限」56.6％，食物アレル
ギー患者世帯で「アレルギー表示」50.0％で
あった（ｐ＜0.01） 。
食品表示以外で利用する情報手段は，一般世

帯，食物アレルギー患者世帯ともに「テレビ」
「新聞」「雑誌」の順で多く，各種メディアが
多く利用されている現状は，両群で同様の傾向
であった 。「その他」では，インター
ネットや両親（母親）などの回答があった。
「食品を店頭で購入する際に，不明なことが
あった場合に店員に尋ねますか」との問いでは，
「ほとんど尋ねる」または「まあまあ尋ねる」
と回答した者は一般世帯で23.5％，食物アレル
ギー患者世帯では38.1％であったが，有意差は
みられなかった 。食品に関する電話な
どでの問い合わせ経験については，食品販売業
者に対して一般世帯では10.7％，食物アレル
ギー患者世帯では30.0％が経験ありであった
（ｐ＜0.05）。食品製造業者に対しては一般世

帯で13.4％，食物アレルギー患者世帯では28.6
％が経験ありであった 。
食物アレルギーに関して知識を得る機会が

あった者の割合は，一般世帯は78.5％，食物ア
レルギー患者世帯は90.5％で，両群に有意差は
みられなかった 。

Ⅳ

調査地５都市が関東以西であること，また妊
産婦教室および乳幼児教室の参加者である母親
を対象としたため，結果として一般化すること
には限界があるものの，食品選択に日々かかわ
るような家族の食生活管理者を対象としたこと
で，基礎調査として意義があると考えられる。
食物アレルギー患者世帯は9.1％であり，厚生
労働省が平成９年に行った全国調査結果6)の
7.3％，平成11年に東京都が３歳児を対象にし
て行った調査7)結果の9.4％とほぼ同程度で
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注 ＊：Ｐ＜0.05， ：有意差なし（χ2検定による）
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あったことから，調査対象集団として偏
りがなく，適当であったと解釈できる。

リスクマネジメントとしては，食品購
入時に自分で確認できる食品表示の利用
が最も多く，次に食品購入時に店員に尋
ねて回答をもらう行為であり，購入後に
販売・製造元に連絡して回答をもらう行
為は少なかった。また全体の７割以上の
者が食品表示を利用するという結果から，
消費者が最も利用しやすいものであることが確
認された。しかし，見る表示は一般世帯と食物
アレルギー世帯では異なる傾向がみられた。食
物アレルギー患者世帯がアレルギー表示を最優
先で見る割合は半数にとどまったものの，アレ
ルギー表示が食品購入の際の情報源として活用
されていることが示された。食物アレルギー患
者の健康被害防止のため，アレルギー表示をは
じめとする食品表示の質の充実が急務である。
同時に消費者側も食品表示の効果的な利用のた
めに，消費者が各用語を正しく理解でき，自分
に必要な情報を食品表示から選択して得られる
スキルも必要であると考えられる。
メディアについては，「テレビ」「新聞」「雑

誌」ともにおよそ２人に１人の割合で利用され
ていることから，消費者は多様なメディアから
影響を受けていると考えられた。リスク学事典
によると，「リスクを扱うメディアにかかわる
ジャーナリストに何より大切なのはバイアスの
ない正確な報道」8)とされており，メディア側
にはその規模の大きさを配慮し，誠実で正確な
情報提供の姿勢が強く求められる。また友人か
ら情報を得る者もメディアに続いて多かった。
健康食品・栄養補助食品の購入時の情報源とし
てはクチコミが多く利用されているとの報告も
あり9)，同様の傾向であると考えられた。この
友人同士の情報交換やクチコミの情報源はメ
ディアと推測されるが，たとえメディアの情報
が正確であっても，その後に人が介在すること
で情報が変化あるいはわい曲する危険がある。
特に食物アレルギーの問題を考える際は，誤

まった情報や各人に適用できない情報に左右さ
れると重篤な症状につながる可能性もあること
から，クチコミを含む友人からの情報の脆弱性
は十分配慮される必要がある。
食品表示およびメディアは，基本的には情報
の出し手から受け手への単方向の手段であり
（ここでは情報を手にした時点で情報発信側へ
のフィードバックは不可能という考えに基づき
単方向とする），店員や食品販売業者・食品製
造業者は，即時的な情報交換といった食品情報
の出し手－受け手間の双方向の手段ととらえら
れる。単方向の手段には，効率よく情報把握が
できる反面，情報量が限られる，話題性に偏り
がちなどの問題点が考えられ，受け手である消
費者側には情報を的確に判断できる知識と複眼
的な判断能力も必要となる。一方，双方向の手
段の特徴が十分機能するためには，食品に関す
る情報を正確かつ詳細に把握し，適切に伝える
ことができる店員・食品業者が求められる。
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食物アレルギーにおける健康被害防止の最善
の方法は，リスクとなる食品（アレルギー物
質）を避けることである。食物アレルギー患者
やその食生活管理者が，食品購買時にアレル
ギー表示を含む食品表示を利用すること，不明
な点は店員に尋ねること，購買後には販売業者
あるいは製造業者に問い合わせることが，リス
クマネジメントとして有効だと考えられる。単
方向の手段である食品表示の機能として，消費
者が自分にとって安全な食品選択を可能にする
利点が挙げられている10)。しかし本研究では，
食物アレルギー患者世帯で食品表示を見ると回
答したのは一般世帯と同程度の70.0％であった。
健康被害防止のリスクマネジメントの視点から
は，その食品中のアレルギー物質の有無を随時
自分で確認することが望ましいため，食物アレ
ルギー患者世帯の全世帯で食品表示がより広く
利用されることが期待される。
問い合わせ経験の有無について，食物アレル

ギー患者世帯が一般世帯よりも有意に多かった
のは食品販売業者であった。本来食品を製造し
ているのは食品製造業者である。しかし食品衛
生法21条10項によると，食品製造者の氏名（法
人の場合は法人名)・製造所の所在地を記載す
ることが原則になっているものの，販売者を製
造者に代替して記載することができる。食物ア
レルギー患者は食品製造業者に問い合わせをし
たくても，表示上および法律上困難な仕組みに
なっており，食品販売業者と回答したと推測さ
れる。したがって問い合わせを受ける食品販売
業者は各食品の情報を把握し，問い合わせに対
して説明・対応できる必要がある。食品に対す
る苦情の持ち込み先としては店と食品業者（企
業のお客様相談室）が多く，保健所などの公的
機関が少なく，苦情への対応に対する納得度で
は，店と業者ともに約半数が納得できる対応で
改善を約束されたとの調査結果がある3)。本研
究は苦情に関する質問ではなかったため比較は
できないが，消費者は自ら口にするものについ
て双方向で正しい情報を求めており，食物アレ

ルギー患者世帯はその傾向がより強いことが推
測される。
食物アレルギー患者世帯は一般世帯と比較し
て，不明なことに対して食品表示だけでなく店
員や食品販売業者・食品製造業者にいずれも高
い割合で尋ねるという結果であった。各立場に
おいて食物アレルギー情報やアレルギー表示に
関する知識が求められ，双方向のコミュニケー
ションが可能な情報伝達手段としての活躍が期
待される。

多くの食物アレルギー患者が日々利用する食
品表示の利用に関する調査研究は，その重要性
が注目されながらも学術的な調査研究が非常に
少ない。本研究は，調査対象者が乳幼児を持つ
母親に限定された点や，現状把握のために実施
された基礎調査であり，調査項目が限られた点
など限界がある。しかし今後は食物アレルギー
患者のリスクマネジメントの活用について，本
研究を踏まえた調査研究・検討を課題としたい。

本研究は，平成13・14年度厚生労働科学研究
費補助金（食品由来の健康被害に関する研究事
業）「食品表示が与える社会的影響とその対策
及び国際比較に関する研究」によるものである。
ご協力くださった横浜市，相模原市，大津市，
広島市，佐世保市各担当者，乳幼児健診・妊産
婦教室参加者のみなさまに，衷心より御礼申し
上げます。
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